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内

閣

府
、
財

務

省
、

文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、

○

令
第
一
号

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

国
土
交
通
省
、
環

境

省

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜
朗

財
務
大
臣

宮
澤

喜
一

文
部
科
学
大
臣

町
村

信
孝

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

農
林
水
産
大
臣

谷
津

義
男

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

環
境
大
臣

川
口

順
子

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の

排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
及
び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改

善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
三
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法
）

第
二
条

法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
排
出
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て

は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
第

六
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
量
、
特
定
第
一
種
指

定
化
学
物
質
以
外
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物

質
量
に
よ
っ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お

い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

二

当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
（
環
境
に
排
出
さ
れ
る
物
質
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又

は
濃
度
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三

製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す

る
数
値
と
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す

と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用
い
て
算
出
す
る
方
法

四

蒸
気
圧
、
溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性

状
に
関
す
る
数
値
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
に

含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推
計
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
排
出
物

に
含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す

る
方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
環
境
に
排
出
さ

れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方

法
（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
移
動
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て

は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
換
算
し
た
量
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
以
外
の
第
一
種
指
定
化
学
物

質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
に
よ
っ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お

い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

二

当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
量
又
は
濃
度
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三

製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す

る
数
値
と
当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定

化
学
物
質
の
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す
と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用
い
て
算

出
す
る
方
法

四

溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性
状
に
関
す

る
数
値
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含

ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推
計
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
廃
棄
物
に

含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す
る

方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
活
動
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
当

該
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
伴
い
当
該
事
業
所
の
外
に
移
動
す
る

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法

（
排
出
量
及
び
移
動
量
の
把
握
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及

び
移
動
量
の
把
握
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。一

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
定
め
る
事
項
を
把
握
す
る
こ
と
。

イ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
第
一
種
指
定

化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
製
品
（
法
第
二
条
第
五
項

第
一
号
に
規
定
す
る
製
品
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
有
さ
れ

る
も
の
を
含
み
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

そ
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
が
一
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い

て
「
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及
び
移

動
量

ロ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
特
定
第
一
種

指
定
化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
製
品
に
含
有
さ
れ
る

も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
が
〇

・
五
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い
て
「
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指

定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及
び
移
動
量

ハ

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
建
設
物
、
工
作
物
そ
の
他
の
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（

令
第
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者

が
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
鉱
山
保
安
規
則
（
平
成
六
年

通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
第
七
百
六
十
七
条
第
二
号
及
び
第
七
百
八
十

二
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ニ

下
水
道
終
末
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
下

水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同

法
第
二
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら

の
排
出
量

ホ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
同

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
ヘ
に
お
い
て

単
に
「
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
令
第
三

条
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者

が
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

(1)

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生

省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令
第
二
条
第
二
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の

当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量
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(
2
)

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
施
設
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省

令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
一
条
第
三
号
ロ

の
規
定
に
よ
り
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

）
か
ら
の
排
出
量

(
3
)

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ヘ

処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業

者
が
有
す
る
他
の
事
業
所
（
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す

る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
又
は
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に

該
当
す
る
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ヘ
に

お
い
て
「
特
定
そ
の
他
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物

を
処
分
す
る
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

(
1
)

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令

第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種

指
定
化
学
物
質
（
当
該
事
業
所
に
お
い
て
当
該
特
定
そ
の
他
事
業
所
に

お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
を
処
分
し
て
い
る
特
定
そ
の
他
事
業
所
に
お
い

て
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
又
は
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指
定

化
学
物
質
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

に
お
い
て
特
定
把
握
対
象
第

(2)

一
種
指
定
化
学
物
質
と
い
う
。
）
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

(
2
)

水
質
汚
濁
防
止
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象

と
な
る
特
定
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排

出
量

ト

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
（
チ
に
お
い
て
単
に
「
特
定
施
設

」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量
及
び
移
動
量

チ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規

定
す
る
最
終
処
分
場
（
以
下
チ
に
お
い
て
単
に
「
最
終
処
分
場
」
と
い
う

。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
が
有

す
る
事
業
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
定
施
設
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
を

処
分
す
る
最
終
処
分
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
最
終
処
分
場
か
ら
の
排
出
量

二

排
出
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
を
把
握
す
る
こ

と
。

イ

大
気
へ
の
排
出

ロ

公
共
用
水
域
へ
の
排
出

ハ

当
該
事
業
所
に
お
け
る
土
壌
へ
の
排
出
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
ニ

当
該
事
業
所
に
お
け
る
埋
立
処
分

三

移
動
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
移
動
量
を
把
握
す
る
こ

と
。

イ

下
水
道
へ
の
移
動

ロ

当
該
事
業
所
の
外
へ
の
移
動
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
届
出
の
方
法
等
）

第
五
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で

に
、
別
記
様
式
の
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
主
た
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
項
）

第
六
条

法
第
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
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一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

事
業
所
に
お
い
て
常
時
使
用
さ
れ
る
従
業
員
の
数

四

事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
が
属
す
る
業
種

五

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
量
及
び
移
動
量
を
把
握
し
た
第
一

種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
並
び
に
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
第
四

条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
及
び
移
動
量

附

則

１

こ
の
命
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
中
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
同
号
中
法

第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
は
、
第
四
条
第
一
号
イ
中
「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
ト
ン
」
と
す

る
。


